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（１）次期中部圏広域地方計画策定スケジュール案
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次期地方ブロックにおける社会資本重点整備計画及び次期広域地方計画は、計画間の調和を図りつつ、各地方を取り

巻く社会経済情勢等を踏まえた即地性の高い計画として、一体的なスケジュールで策定する必要性。

令和６年４月より、社会資本整備重点計画（全国計画）の見直しの検討が始まり、同計画（令和８年１月閣議決定）及び

同計画を踏まえて策定される地方ブロックにおける社会資本整備重点計画の動向等を踏まえ、計画間の十分な連携を

図る必要が生じたことから、次期広域地方計画の策定時期を令和８年６月頃へ変更。



（１）次期中部圏広域地方計画策定スケジュール案

新たな中部圏広域地方計画新たな中部圏広域地方計画

大臣決定

○パブリックコメント（R5.4.17～5.7）
○都道府県等からの意見聴取
○国土審議会（R5.7.4）

国土形成計画（全国計画）国土形成計画（全国計画）

閣議決定

中間とりまとめ

国土審議会計画部会設置

基本的な考え方

現計画は、概ね10年を対象とした中部圏の国土形成の指針として、平成28年3月に策定

現状の課題を踏まえ、新たな中部圏広域地方計画の「基本的な考え方」を令和5年7月5日公表

令和６年12月24日「中間とりまとめ（素案）」公表、令和７年10月23日「中間とりまとめ（案）」公表

今後、パブリックコメント等の手続きを経て、令和８年６月頃の計画策定（国土交通大臣決定）を目指す。

新たな中部圏広域地方計画検討

第1～4回中部圏広域地方計画有識者会議

第1回中部圏広域地方計画協議会

北陸圏・中部圏広域地方計画有識者会議

第5~7回中部圏広域地方計画有識者会議

第2回中部圏広域地方計画協議会

（R3.7）

（R4.7）

（R5.7.28）

（R5.7.5公表）

・基本的な考え方を文章化
・具体的な方策と取組

・方針、目標の方向性

R5.6.21
（書面開催）

R5.9.26

R5.12.12～
R6.10.28 

R4.8.5～R5.3.14

○市町村提案
(R7.10.24～11.25実施済み）

○パブリックコメント

・
・
・
・
・

中間とりまとめ（素案）公表

（R6.12.24）

中間とりまとめ（案）

R7.7.9
（R7.10.23）

令和8年6月頃想定
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北陸圏・中部圏広域地方計画有識者会議

R6.11.29
（書面開催）

第8回中部圏広域地方計画有識者会議 R7.7.22

第3回中部圏広域地方計画協議会 R7.10.2
（書面開催）

第4回中部圏広域地方計画協議会 R8.5.14予定

北陸圏・中部圏広域地方計画合同協議会

第9回中部圏広域地方計画有識者会議

R8.3.2～12
（書面開催）

R8.4.23



（２） 中間とりまとめ（案）等の公表範囲について

方針

計画の
意義等 課題 将来像

広域連携プロジェクト

広域連携プロジェクト

広域連携プロジェクト 個別事業

・・・

・・・

施策群 ・・・

・・・施策群

施策

施策

計画の推進等

主要な施策

個別事業

個別事業

①中間とりまとめ（素案）本文 ②参考資料

① 中部圏広域地方計画 中間とりまとめ（素案）本文
→ 計画の意義等～広域連携プロジェクト および そのリード文まで

② 中部圏広域地方計画に関する広域連携プロジェクト検討状況（参考資料）
→ 施策群 および そのリード文

③ 中部圏広域地方計画 中間とりまとめ（案）
→ 上記①、②に加えて「施策」を公表

・・・

・・・

施策群 施策

『中間とりまとめ（素案）』 として公表した範囲（R6.12.24）

戦
略
的
視
点

目標

目標

目標

戦略

戦略

戦略

③『中間とりまとめ（案）』 として公表した範囲（R7.10.23） 大臣決定

「施策」が変更となる可能性があるため
関連する「施策群」は参考資料として公表

①＋②
中間とりまとめ（素案）R6.12.24公表

令和8年6月頃想定
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： 計画の意義、計画の位置付け、対象区域、計画期間など

： 圏域の強み・弱み、取り巻く環境の変化等を分析した内容と、現況への対応方針

： 課題を踏まえて目指す地域の概括的な方向性

： 将来像で示された概括的な方向性を分野ごとに具体化した、計画を通じて目指すべき目標と戦略

： 目標の実現に向けた戦略を推進する際に留意すべき４つの視点

： 「目標」を達成するために、広域の見地から行う必要がある主要な施策

： 目標を達成するために必要な広域性、戦略性、総合性、実効性の全ての性質を備えたプロジェクト

： 施策を小見出しでまとめたもの

： 広域連携プロジェクトを推進するための、より具体化された取組

： 各主体が行う施策を構成する最小単位の事業

： 多様な主体の参画・協働、他圏域との連携、他計画・施策との連携、計画進捗管理など、

計画の推進に必要な事項

【参考】 次期中部圏広域地方計画の構成

はじめに

第１部

第
２
部

第
３
部

第４部

計画の意義

課題

将来像

目標・戦略

主要な施策

広域連携プロジェクト

施策群

施策

個別事業

計画の推進等

戦略的視点
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